
身障協会事務局通信〔第２６７号〕 
                                     平成３０年１２月２１日 

 

１ 本会事業のご案内  

 ◆平成３０年度障害者相談員等ブロック研修会の開催について ＜担当：岡田＞ 

  (1) 研修内容 

○「日常生活における防災対策について（仮題）」  

講師：村岡治道氏（岐阜大学地域防災研究センター 特任准教授） 

○「県の障がい者施策について」 講師：岐阜県健康福祉部障害福祉課 

   (2) 開催日程 

○ 岐阜圏域（岐阜Ａ・Ｂブロック）３月 ７日（木）ＯＫＢふれあい会館 302階大会議室 

   ○ 西濃圏域（西濃ブロック）     ２月１８日（月）西濃総合庁舎       ４階大会議室 

   ○ 中濃圏域（中濃ブロック）     ２月 ８日（金）中濃総合庁舎       ５階大会議室 

   ○ 東濃圏域（東濃ブロック）      ２月２２日（金）東濃西部総合庁舎   ５階大会議室 

   ○ 飛騨圏域（飛騨ブロック）   ２月２８日（木）飛騨総合庁舎分館   ３階大会議室 

     ※ 開催時間は、各会場ともに１３：３０～１５：３０となっております。 

 

２ 芸術・文化事業のご案内     

 ◆１月の芸術教室 ＜担当：山田、柴＞ 
 
   〇陶 芸 教 室 ・１月１３日(日)１３：３０～１５：３０ 

          ・ぎふ清流文化プラザ（岐阜市学園町 3-42 TEL 058-233-8121） 
 

３ スポーツ事業のご案内 

 ◆平成３０年度「障がい者スポーツフェスティバル」の開催について  

  ・開催日時  平成３１年１月１４日（月・祝）１３：００~１６：００（受付開始１２：３０） 

  ・会  場  岐阜メモリアルセンター で愛ドーム（第１体育館） 

         岐阜市長良福光大野 2675-28 TEL058-233-8822 

  ・内  容  ⑴オープニング：みんなでレクリエーションスポーツ（軽スポーツ） 

         ⑵障がい者スポーツ体験：車いすバスケットボール、車いすテニス、ゴールボール、 

フライングディスク、ボッチャ、卓球 

         ⑶車いす試乗、展示（競技用車いす（レーサー））、ブラインド体験 

         ⑷体力測定 

  ・参 加 費  無料 

  ・申込み先  県障害者スポーツ協会 松井・矢野 

 ◆平成３０年度初級障がい者スポーツ指導員養成講習会について    

  ・期  日  平成３１年２月１１日(月祝)・１６日(土)・１７日(日) 全３日間１８時間以上 

  ・場  所  県立岐阜盲学校・岐阜県水産会館 

  ・受講対象    １８才以上の県内在住・在勤・在学の方で、障がい者スポーツ指導員の資格取得を 

            希望する方 

  ・受 講 料  無 料 （テキスト代有料）※資格申請は、別途費用が必要となります。 

  ・申込締切日  平成３１年１月２５日（月）必着 

  ・申込み先  県障害者スポーツ協会 前田 



 

【第 68回岐阜県身体障害者福祉大会を終えて】 

  12月 16日開催しました福祉大会では、高山支部をはじめ飛騨ブロックの皆様に大変お世話 

になり、心より感謝申し上げます。また、会員の皆様には、年の瀬が迫る慌ただしい中、多数 

ご出席いただき、誠に有り難うございました。 

  大会決議の審議では、私たち障がい者団体にとって重要かつ身近な課題について、自らの体 

験や想いを込めた説明があり、満場一致で採択され、今後、決議事項の早期実現に向け、会員 

の皆様方と一致団結して行動することを宣言しました。 

  近年、当協会を取り巻く環境が厳しくなってきており、会員一人ひとりの声に耳を傾け、

具体的な活動につなげ、共生社会の実現に更に努力しなければなりません。事務局としても、

協会事業を見つめ直し、改善・合理化を進めなければと考えています。皆様方には、今後と

もお力添えを賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

末筆となりましたが、来る２０１９年が会員の皆様にとって、良き年となりますよう心よ

りお祈り申し上げます。  
                                   （事務局一同） 

 

問い合わせ先  岐阜県身体障害者福祉協会 Tel 058－273－1111 （内線 2534･2535･2543･2544） 

岐阜県障害者スポーツ協会 Tel 058－273－1111 （内線 2540～2542） 

Fax 058－273－9308 （両協会共用） 

とぴっくす 

日身連の阿部一彦会長が衆議院厚生労働委員会において参考人として意見を述べました 

○平成 30年 11月 21日、衆議院厚生労働委員会において、阿部会長が公務部門における障害者雇用の

水増し問題について、参考人として意見を述べました。 

（一部抜粋） 

 本来、民間企業に率先垂範して障害者雇用を行う立場にある行政機関において、あってはならない行

為が長年にわたって行われていたという事実は、誠にゆゆしき問題です。障害者雇用に真摯に取り組ん

できた関係者の信頼をゆるがす、きわめて深刻な事態であると認識する必要があります。 

 検証結果を見ますと、きわめてずさんな取り組みが長年にわたって行われていたことが判明しまし

た。数多くの機関において、対象障害者として計上した根拠となる確認資料が引き継がれないまま、名

簿のみが引き継がれたり、勝手に解釈、判断して計上するなどの事実から考えますと、障害者雇用の推

進を行うという意識がきわめて低かったといわざるを得ません。また、このような状況が生じていたこ

とに、厚生労働省が気づいてこなかったという事実も深刻なことです。事実にしっかり向き合って改善

に努める必要があります。 

 更に、地方公共団体における障害者雇用も重要です。その中でも教育委員会の実雇用率が低迷してい

ることの改善が求められます。 

 また、ユニバーサルデザイン 2020行動計画は、社会を変える大きな取り組みだと思います。 

 学校における障害理解、企業、地域、国民に向けての取り組みなど、大きな期待を抱かさせます。 

 特に学校教育における心のバリアフリー、障害理解の取り組みなどには障害のある職員の活躍の場が

あるのではないかということを申し述べ、障害のある人の体験を大きなその人の力、大きな資源として

職務遂行に生かすことの重要性を強調させていただいて、私の発言を終了いたします。 

                  （日身連ホームページより引用、下線は当協会で付しました。） 


